
美浜発電所および大飯発電所における港湾法手続き漏れについて 

 

 

２０２５年４月２５日 

  関西電力株式会社 

 

当社は、１９７７年～１９７８年に実施した美浜発電所の工事および２０

１２年～２０１３年に実施した大飯発電所の工事において、港湾法第５６条

の３※に基づく福井県への届出を行っていないことが判明したため、本日、福

井県に対して本件の届出に係る報告書を提出しました。 

本件は、他社の原子力発電所において港湾法に基づく手続きを実施してい

ないことが確認され、当社の原子力発電所でも過去に同様の事例がないか調

査した結果、判明したものです。 

なお、本届出の対象施設は、港湾法の技術基準に基づき設計しており、発電

所の安全性に影響はありません。 

 

当社は今後、再発防止対策を着実に実施していくことにより、関係法令の遵

守に努めてまいります。 

 
※港湾法第５６条の３ 

水域において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものを建設し、又
は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交
通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土
交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変
更しようとするときも、同様とする。ただし、当該変更により工事を要しない場合に
おいては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。 
 

以 上 

 

添付資料：美浜発電所および大飯発電所における港湾法手続き漏れの概要 



物揚岸壁

１９７７年～１９７８年に実施した美浜発電所物揚岸壁のけい船柱増設工事および、２０
１２年～２０１３年に実施した大飯発電所の防波堤かさ上げ工事において、港湾法第５６条
の３に基づく福井県への届出を行っていないことが判明した。

美浜発電所および大飯発電所における港湾法手続き漏れの概要

添付資料

（丹生湾）

＜位置図＞

＜工事の概要＞

項目 港湾法届出対象の内容

目 的 大型船の係留や荷役作業を安全に行うため、けい船柱等を増設する。

期 間 １９７７年９月２日 ～ １９７８年３月２５日

主な内容
けい船柱：２箇所から６箇所（４箇所増設）

連絡橋：２橋から６橋（４橋増設）

物揚岸壁

（丹生湾側） （外海側）

＜物揚岸壁の拡大図＞

＜側面図（丹生湾側）＞ ＜側面図（外海側）＞

：増設箇所

美浜発電所物揚岸壁のけい船柱増設工事

▽海水面 ▽海水面



＜位置図＞

大飯発電所防波堤かさ上げ工事

取水路側

外海側
（若狭湾）

防波堤

：工事範囲

＜工事の概要＞

＜防波堤の拡大図＞

＜側面図＞

項目 港湾法届出対象の内容

目 的
東日本大震災を踏まえて想定した津波に対して、安全性向上対策とし

て防波堤をかさ上げする。

期 間 ２０１２年４月１３日 ～ ２０１３年９月３０日

主な内容 天端標高を５ｍから８ｍに増設（３ｍかさ上げ）

：かさ上げ箇所

防波堤

標高 ８m

標高 ５m

外海側
（若狭湾）

取水路側

▽海水面
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